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議案第１４号 

 

朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

朝霞市手数料徴収条例（平成１２年朝霞市条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１の１７の項を次のように改める。 

 
１７　建築

物に関す

る確認申

請又は計

画通知手

数料

１　床面積の合計（市長

が別に定める算定方法

によって算定したもの

をいう。以下この項及

び別表第２第４項　に 

おいて同じ。）が３０

平方メートル以内のも

の

１件につき８，０００円

 
２　床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以内

のもの

１件につき２０，０００円

 
３　床面積の合計が１０

０平方メートルを超え

２００平方メートル以

内のもの

１件につき３４，０００円

 
４　床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

３００平方メートル以

内のもの

１件につき３６，０００円

 
５　床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

るもの

１件につき３９，０００円

 
６　昇降機を含む建築物 １から５までに掲げる区分に

（1）
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を建築する場合（７か

ら９までに掲げる場合

を除く。）

応じ、それぞれに定める額に

昇降機１基につき１４，００

０円（小荷物専用昇降機につ

いては、５，０００円）を加

算した額

 
７　確認を受けた建築物

の計画及び確認を受け

た昇降機の計画の変更

をして建築物を建築す

る場合

１から５までに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額に

計画の変更をする昇降機１基

につき７，０００円（小荷物

専用昇降機については、４，

０００円）を加算した額

 
８　昇降機を含む建築物

のうち、確認を受けた

建築物のみの計画の変

更をして建築物を建築

する場合

１から５までに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額

 
９　昇降機を含む建築物

のうち、確認を受けた

昇降機のみの計画の変

更をして建築物を建築

する場合

計画の変更をする昇降機１基

につき７，０００円（小荷物

専用昇降機については、４，

０００円）

 
１０　建築物エネルギー

消費性能適合性判定を

行うことが比較的容易

な特定建築行為として

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第２条第１項第

１号イ又はロに定める

基準に適合するもの（

１から９までに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額に

申請に係る特定建築行為を行

おうとする１の建築物ごとに

次に定める額を加算した額 

 （ｱ）　一戸建ての住宅　次に

掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

もの　１４，０００円 

、
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　別表第１中５２の項を５７の項とし、４３の項から５１の項までを５項ずつ

繰り下げ、４２の項中「３９の項」を「４４の項」に、「４０の項」を「４５

の項」に改め、同項を同表の４７の項とし、同表の４１の項中「３９の項」を

「４４の項」に改め、同項を同表の４６の項とし、同表の４０の項中「３９の

項」を「４４の項」に、「１７の項の１から５まで」を「１７の項の１から１

１まで」に改め、同項を同表の４５の項とし、３９の項を次のように改める。 

 
１１に掲げるものを除

く。）

ｂ　床面積の合計が２０

０平方メートル以上の

もの　１６，０００円 

（ｲ）　住宅用途を含む建築物  

の住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの　２７，００

０円

 
１１　建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１

１条第２項及び同法第

１２条第３項の規定に

基づき建築物エネルギ

ー消費性能確保計画の

変更をして建築物の建

築をする場合

１から９までに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額に

申請に係る特定建築行為を行

おうとする１の建築物ごとに

次に定める額を加算した額 

 （ｱ）　一戸建ての住宅　次に

掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２０

０平方メートル未満の

もの　７，０００円 

ｂ　床面積の合計が２０

０平方メートル以上の

もの　８，０００円 

（ｲ）　住宅用途を含む建築物 

の住宅部分　１３，５０

０円

 
３９　低

炭素建

１　低炭素建築

物新築等計画

ア　一戸建ての

住宅

１件につき５，０００円 
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築物新

築等計

画認定

申請手

数料（

建築基

準法第

６条第

１項に

規定す

る建築

基準関

係規定

の適合

につい

ての審

査の申

出があ

る場合

を除く

が登録住宅性

能評価機関等

による審査を

受け都市の低

炭素化の促進

に関する法律

（平成２４年

法律第８４号

第５４条第１

項各号に掲げ

る基準に適合

していること

を示す書類が

提出された場

合又は住宅の

品質確保法第

６条第１項の

設計住宅性能

評価書の写し

が提出された

場合

イ　住宅用途を

含む建築物の

住宅部分

(ｱ)　床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

もの　１件につき１１

０００円 

(ｲ)　床面積の合計が３０

０平方メートル以上の

もの　１件につき２３

０００円

 
ウ　非住宅用途

を含む建築物

の非住宅部分

(ｱ)　床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

もの　１件につき１１

０００円 

(ｲ)　床面積の合計が３０

０平方メートル以上の

もの　１件につき１９

０００円

 
２　１以外の場

合

ア　建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令（平

成２８年経済

産業省・国土

交通省令第１

号）第１０条

第２号イ　及

びロ　に定め

る基準に適合

するもの

(ｱ)　一戸建ての住宅　次

に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２

００平方メートル未

満のもの　１件につ

き４０，０００円 

ｂ　床面積の合計が２

００平方メートル以

上のもの　１件につ

き４４，０００円 

(ｲ)　住宅用途を含む建築

（1）

（1）

。）

）

，

，

，

，
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物の住宅部分　次に掲

げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの　１件につ

き８０，０００円 

ｂ　床面積の合計が３

００平方メートル以

上のもの　１件につ

き１３５，０００円

 
イ　建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

０条第２号イ　　  

及びロ　に

定める基準に

適合するもの 

 

 

(ｱ)　一戸建ての住宅　次

に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２

００平方メートル未

満のもの　１件につ

き２０，０００円 

ｂ　床面積の合計が２

００平方メートル以

上のもの　１件につ

き２２，０００円 

(ｲ)　住宅用途を含む建築

物の住宅部分　次に掲

げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの　１件につ

き３８，０００円 

ｂ　床面積の合計が３

００平方メートル以

上のもの　１件につ

（2） （2）
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き６６，０００円

 
ウ　建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

０条第２号イ 

及びロ  又

は同号イ  及

びロ  に定め

る基準に適合

するもの

(ｱ)　一戸建ての住宅　次

に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２

００平方メートル未

満のもの　２９，０

００円 

ｂ　床面積の合計が２

００平方メートル以

上のもの　３３，０

００円 

(ｲ)　住宅用途を含む建築

物の住宅部分　次に掲

げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの　５９，０

００円  

ｂ　床面積の合計が３

００平方メートル以

上のもの　１００，

０００円

 
エ　建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

０条第１号イ    　　 

及びロ　に

定める基準に

適合する非住

宅用途を含む

(ｱ)　床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

もの　１件につき２６

７，０００円 

(ｲ)　床面積の合計が３０

０平方メートル以上の

もの　１件につき３３

４，０００円

（1） （2）

（2）

（1）

（1） （1）
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　別表第１中３９の項を４４の項とし、３８の項を４３の項とし、３７の項を

４２の項とし、同表の３６の項中「３３の項」を「３８の項」に、「１７の項

１から４まで」を「１７の項１から１１まで」に改め、同項を同表の４１の項

とし、同表の３５の項中「３３の項」を「３８の項」に改め、同項を同表の４

０の項とし、３４の項を次のように改める。 

 
建築物の非住

宅部分

 
オ　建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

０条第１号イ　　　　　　　　　 

及びロ　に　

定める基準に

適合する非住

宅用途を含む

建築物の非住

宅部分

(ｱ)　床面積の合計が３０

０平方メートル未満の

もの　１件につき１０

２，０００円 

(ｲ)　床面積の合計が３０

０平方メートル以上の

もの　１件につき１３

０，０００円

 
３　１又は２に掲げる区分のう

ち２以上に該当する場合

１又は２に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める

額を合計した額

 
３４　長

期優 良

住宅 建

築等 計

画等 認

定申 請

手数 料

（建 築

基準 法

第６ 条

第１ 項

１　住宅の品質確保

法第６条の２第３

項の確認書若しく

は同条第４項の住

宅性能評価書（い

ずれも長期優良住

宅普及促進法第６

条第１項第１号に

掲げる基準に適合

しているものに限

る。）又はこれら

１件につき次に掲げる額を合計した額 

 （ｱ）　３８の項１　又は　に定める額 

 （ｲ）　１７の項１から１１までに定め 

る額 

 （ｳ）　構造計算適合性判定（建築基準 

法第６条の３第１項又は第１８条 

第５項の構造計算適合性判定をい 

う。以下同じ。）の実施の申出を 

伴うものは、１７４，６００円（ 

構造計算が国土交通大臣の認定を 

受けたプログラムにより行われる 

（2） （2）

（ｲ）（ｱ）
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　別表第１中３４の項を３９の項とし、３３の項を３８の項とし、３２の項の

次に次の２項を加える。 

　別表第１中３２の項を３５の項とし、２１の項から３１の項までを３項ずつ

繰り下げ、２０の項の次に次の１項を加える。 

 
に規 定

する 建

築基 準

関係 規

定の 適

合に つ

いて の

審査 の

申出 が

ある 場

合）

の写しが提出され

た場合

ものは、１２０，７００円）

 
２　１以外の場合 １件につき次に掲げる額を合計した額 

 （ｱ）　３８の項２　又は　に定める額 

 （ｲ）　１７の項１から１１までに定め 

　　る額 

 （ｳ）　構造計算適合性判定の実施の申 

出を伴うものは、１７４，６００ 

円（構造計算が国土交通大臣の認 

定を受けたプログラムにより行わ 

れるものは、１２０，７００円）

 
３６　既存建築物の大規模修繕等に対

する敷地と道路との関係の建築制限

の緩和に係る認定申請手数料

１件につき２７，０００円

 
３７　既存建築物の大規模修繕等に対

する道路内における建築制限の緩和

に係る認定申請手数料

１件につき２７，０００円

 
２３　検査済証の交付を受ける前にお

ける建築物等の仮使用認定申請手数

１件につき１２０，０００円

（ｱ） （ｲ）
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　別表第１中２０の項を２２の項とし、１９の項の次に次の１項を加える。 

別表第１中１９の項を次のように改める。 

 
料

 ２１　建築設備に関する完了検査手数

料

１基につき１７，０００円（ 

小荷物専用昇降機について　

１０，０００円）

 
１９　建築

物に関す

る完了検

査手数料

１　床面積の合計（市長

が別に定める算定方法

によって算定したもの

をいう。以下この項に

おいて同じ。）が３０

平方メートル以内のも

の

１件につき１５，０００円

 
２　床面積の合計が３０

平方メートルを超え１

００平方メートル以内

のもの

１件につき２４，０００円

 
３　床面積の合計が１０

０平方メートルを超え

２００平方メートル以

内のもの

１件につき３４，０００円

 
４　床面積の合計が２０

０平方メートルを超え

３００平方メートル以

内のもの

１件につき３７，０００円

 
５　床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

るもの

１件につき４２，０００円

 
６　建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１

１から５までに掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額（ 

昇降機を含む建築物について

は、



10 

別表第１中１９の項を２０の項とし、１８の項を１９の項とし、１７の項の

次に次の１項を加える。 

 
項の規定に基づく要確

認特定建築行為に係る

建築物又は第１２条第

２項の規定に基づく要

通知特定建築行為に係

る建築物に関するもの

は１から５までに掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額

に２１の項の額を加算した

に、申請に係る特定建築行為

を行おうとする１の建築物ご

とに次に定める額を加算した

額 

 （ｱ）　床面積の合計（市長が 

別に定める算定方法によ 

って算定したものをい 

以下　から　まで並びに 

別表第２第１項　ウ、 

及び　並びに別表第２第 

２項　ウ、　及び　にお 

いて同じ。）が３０平方 

メートル以内のもの　 

０００円 

 （ｲ）　床面積の合計が３０平 

方メートルを超え１００ 

平方メートル以内のもの　

５，０００円 

 （ｳ）　床面積の合計が１００  

平方メートルを超え２０ 

０平方メートル以内のも 

の　６，０００円  

 （ｴ）　床面積の合計が２００  

平方メートルを超えるも 

の　７，０００円

 １８　建築

設備に関

する確認

申請又は

１　昇降機を設置する場

合（２に掲げる場合を

除く。）

１基につき１４，０００円（ 

小荷物専用昇降機について

５，０００円）

 ２　確認を受けた昇降機 １基につき７，０００円（小

額）

う。

（ｲ） （ｴ）

（1）

（1）

（5）

（6）

（5） （6）

３，

は、
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　別表第２の１から７までの項を次のように改める。 

 計画通知 の計画の変更をして昇

降機を設置する場合

荷物専用昇降機については、

４，０００円）

 
事務の種別 名称 金額

 
１　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第１１条

第１項又

は第１２

条第２項

の規定に

基づく建

築物エネ

ルギー消

費性能適

合性判定

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請に係る特定建築行為を行おうとする１ 

の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得 

た金額 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

等に関する法律第２９条第３項に規定 

する他の建築物について、当該建築物 

が記載された同条第１項に規定する建 

築物エネルギー消費性能向上計画が同 

法第３０条第１項の認定又は同法第３ 

１条第１項の変更の認定を受けたこと 

を示す書類が提出された場合 

ア　一戸建ての住宅　５，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計（市長が別に定め 

　る建築物については、共用部分の 

床面積を除く。以下　 、　イ及び 

　イ並びに２の項　イ、　イ及び 

　イ並びに７の項　イ、　イ及び 

　イにおいて同じ。）が３００平 

方メートル未満のもの　１１，０ 

００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

　　トル以上のもの　２３，０００円 

ウ　非住宅用途を含む建築物の非住宅 

部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

   （ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

（2）（1）

（4）

（1）

（ｲ）（2）

（4）

（4） （1） （2）
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　　　トル未満のもの　１１，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１９，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

　に応じそれぞれ次に定める額 

   （ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

　　トル未満のもの　４０，０００円 

   （ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

　　トル以上のもの　４４，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　８０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１３５，０００ 

円 

　    　以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

　に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

　  トル未満のもの　２０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　２２，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分　 

　  　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（1） （1）

（1）

（1）

（2） （2）

（2）

（3）
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（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　３８，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　６６，０００円 

  以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　又は同号イ　 

及びロ　に定める基準に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　３３，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１００，０００ 

円 

　　  以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号イに定める基準に適合する 

もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　２６７，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　３３４，０００円 

　　  以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号ロに定める基準に適合する 

（4）（1）

（1）

（1）

（2） （2）

（5）（1）

（1）（6）
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もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

　ル未満のもの　１０２，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

　ル以上のもの　１３０，０００円

 
２　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第１１条

第２項又

は第１２

条第３項

の規定に

基づく建

築物エネ

ルギー消

費性能適

合性判定

計画の変更

に係る建築

物エネルギ

ー消費性能

適合性判定

手数料 

 

 

申請に係る特定建築行為を行おうとする１ 

の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得 

た金額 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

　等に関する法律第２９条第３項に規定 

する他の建築物について、当該建築物 

が記載された同条第１項に規定する建 

築物エネルギー消費性能向上計画が同 

法第３０条第１項の認定又は同法第３ 

１条第１項の変更の認定を受けたこと 

を示す書類が提出された場合 

ア　一戸建ての住宅　２，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

　 トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１１，５００円 

ウ　非住宅用途を含む建築物の非住宅 

部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　９，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

（1）

（1）（2）
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　消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額　 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　２２，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分　 

　　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

　に定める額  

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　４０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　６７，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１１，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

  　次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　１９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　３３，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

（1）（1）

（1）（3）

（2） （2）

（4） （1）
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消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ  及びロ  　又は同号イ 

及びロ　に定める基準に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

　に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１４，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１６，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分　 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

　 トル未満のもの　２９，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　５０，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号イに定める基準に適合する 

もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　１３３，５００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　１６７，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号ロに定める基準に適合する 

もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　５１，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　６５，０００円

（1）

（1）

（2）（2）

（1）（5）

（1）（6）
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３　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第２９条

第１項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画の認

定の申請

に対する

審査（４

の項に規

定する審

査を除く 

 

 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

 

 

１の建築物ごとに次に掲げる額を合算して 

得た金額 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

等に関する法律第３０条第１項各号に 

掲げる基準に適合していることを示す 

書類又はこれに類する書類として市長 

が別に定めるものが提出された場合 

ア　一戸建ての住宅　５，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分　 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積（建築物エネルギー消費 

性能基準等を定める省令第４条第 

３項第２号の規定により設計一次 

エネルギー消費量を算出した建築 

物については、共用部分の床面積 

を除く。 及び　イ並びに５の項 

の　イ、　イ及び　イにおいて同 

じ。）が３００平方メートル未満 

のもの　１１，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　２３，０００円 

ウ　非住宅用途を含む建築物の非住宅 

部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　１１，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１９，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　に定める基準に適 

合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

（1）

（ｲ） （2）

（1） （2） （4）

（2） （1）

（1） （1）

。）
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に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　４０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　４４，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　８０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１３５，０００ 

円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　に定める基準に適 

合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　２２，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　３８，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　６６，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　又は同号イ　及び 

ロ　に定める基準に適合するもの 

（1）（3）

（2） （2）

（4） （1）

（1） （2） （2）

（1）
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ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　３３，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１００，０００ 

円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第１号イ　及びロ　に定める基準に適 

合する非住宅用途を含む建築物の非住 

宅部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　２６７，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　３３４，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第１号イ　及びロ　に定める基準に適 

合する非住宅用途を含む建築物の非住 

宅部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　１０２，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　１３０，０００円

（1）（5）

（1）（1）

（6） （1）

（2）（2）
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４　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第２９条

第１項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画の認

定の申請

（同法第

３０条第

２項の規

定による

申出を伴

う申請に

限る。）

に対する

審査

建築基準関

係規定適合

の審査の申

出を伴う建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

認定申請手

数料

３の項に規定する合算して得た金額に、次 

の　に定める額を加算し、次の　及び　に 

掲げる場合はそれぞれ当該　及び　に定め 

る額を更に加算して得た金額 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に 

　　定める額 

ア　床面積の合計が３０平方メートル 

　以内のもの　８，０００円 

イ　床面積の合計が３０平方メートル 

　を超え１００平方メートル以内のも 

の　２０，０００円 

ウ　床面積の合計が１００平方メート 

　ルを超え２００平方メートル以内の 

もの　３４，０００円 

エ　床面積の合計が２００平方メート 

　ルを超え３００平方メートル以内の 

もの　３６，０００円 

オ　床面積の合計が３００平方メート 

　ルを超えるもの　３９，０００円 

建築基準法第８７条の４の昇降機に 

　　係る部分が含まれる場合　次に掲げる

区分に応じそれぞれ次に定める額 

　　ア　昇降機を設置するもの（イに掲げ　 

　　　るものを除く。）　１基ごとに１４ 

０００円（小荷物専用昇降機につい 

ては、５，０００円） 

イ　建築基準法第６条第１項の規定に 

　よる確認を受けた昇降機の計画を変 

更して昇降機を設置するもの　１基 

ごとに７，０００円（小荷物専用昇 

降機については、４，０００円） 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

等に関する法律第１１条第１項ただし 

書（同条第２項において準用する場合 

（2）

（2）

（1） （3）

（3）

（1）

（2）

（3）

，
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を含む。）又は第１２条第２項ただし 

書（同条第３項において準用する場合 

を含む。）に規定する特定建築行為の 

場合　申請に係る特定建築行為を行お 

うとする１の建築物ごとに次に掲げる 

区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア　建築物エネルギー消費性能の向上 

　等に関する法律施行規則第２条第１ 

項第１号イ又はロに定める基準に適 

合するもの（イに掲げるものを除く 

（ｱ）　一戸建ての住宅　次に掲げる区 

分に応じそれぞれ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２００平方メ 

ートル未満のもの　１４，００ 

０円 

ｂ　床面積の合計が２００平方メ 

ートル以上のもの　１６，００ 

０円 

（ｲ）　住宅用途を含む建築物の住宅部 

分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が３００平方メ 

ートル未満のもの　２７，００ 

０円 

ｂ　床面積の合計が３００平方メ 

ートル以上のもの　４３，００ 

０円 

イ　建築物のエネルギー消費性能の向 

上等に関する法律施行規則第２条第 

１項第１号イ又はロに定める基準に 

適合するもの（建築物のエネルギー 

消費性能の向上等に関する法律第１ 

１条第２項及び同法第１２条第３項 

の規定に基づくものに限る。） 

。）
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（ｱ）　一戸建ての住宅　次に掲げる区 

　 分に応じそれぞれ次に定める額 

ａ　床面積の合計が２００平方メ 

　ートル未満のもの ７，０００ 

　円 

ｂ　床面積の合計が２００平方メ 

　ートル以上のもの ８，０００ 

　円 

（ｲ）　住宅用途を含む建築物の住宅部 

分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ａ　床面積の合計が３００平方メ 

　ートル未満のもの　１３，５０ 

０円 

ｂ　床面積の合計が３００平方メ 

　ートル以上のもの　２１，５０ 

０円 

　　構造計算適合性判定の実施の申出を 

　伴う場合　申請に係る構造計算適合性 

判定を行おうとする１の建築物ごとに 

それぞれ次に定める額 

ア　イ以外のもの　１７４，６００円 

イ　構造計算が大臣認定プログラムに 

　より行われるもの　１２０，７００ 

　円

 
５　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第３１条

第１項の

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画変更認定

申請手数料

１の建築物ごとに次に掲げる額を合算して 

得た金額。ただし、新たに追加される建築 

物については、３の項金額の欄に定める額 

とする。 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

等に関する法律第３０条第１項各号に 

掲げる基準に適合していることを示す 

書類又はこれに類する書類として市長 

（4）

（1）
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）

 
規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画の変

更の認定

の申請に

対する審

査（６の

項に規定

する審査

を除く。

が別に定めるものが提出された場合 

ア　一戸建ての住宅　２，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分　 

　    次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１１，５００円 

ウ　非住宅用途を含む建築物の非住宅 

部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　９，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　に定める基準に適 

合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　２２，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　４０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　６７，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

（1）（2）

（1） （1）

（1）（3）
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消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　に定める基準に適 

合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１１，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　 次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　１９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　３３，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第２号イ　及びロ　又は同号イ　及び 

ロ　に定める基準に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１４，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１６，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　２９，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　５０，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

（2） （2）

（1）（4）

（1）

（1）

（2）（2）

（5） （1）
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消費性能基準等を定める省令第１０条 

第１号イ　及びロ　に定める基準に適 

合する非住宅用途を含む建築物の非住 

宅部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　１３３，５００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　１６７，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１０条 

第１号イ　及びロ　に定める基準に適 

合する非住宅用途を含む建築物の非住 

宅部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　５１，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　６５，０００円

 
６　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第３１条

第１項の

規定に基

づく建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画の変

建築基準関

係規定適合

の審査の申

出を伴う建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

変更認定申

請手数料

４の項金額の欄　の額に、５の項に規定す 

る合算して得た金額を加算し、４の項金額 

の欄　及び　に掲げる場合はそれぞれ当該 

及び　に定める額を更に加算して得た金 

額 

（1） （1）

（1）（6）

（2）（2）

（1）

（2） （3）

（2） （3）
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更の認定

の申請（

同条第２

項におい

て準用す

る同法第

３０条第

２項の規

定による

申出を伴

う申請に

限る。）

に対する

審査

 
７　建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

施行規則

第１３条

の規定に

基づく軽

微な変更

に該当し

ているこ

とを証す

る書面の

交付の申

請に対す

る審査

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画軽微変更

該当証明書

交付申請手

数料 

 

 

 

 

 

 

申請に係る特定建築行為を行おうとする１ 

の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得 

た金額 

建築物のエネルギー消費性能の向上 

　　等に関する法律第２９条第３項に規定 

する他の建築物について、当該建築物 

が記載された同条第１項に規定する建 

築物エネルギー消費性能向上計画が同 

法第３０条第１項の認定又は同法第３ 

１条第１項の変更の認定を受けたこと 

を示す書類が提出された場合 

ア　一戸建ての住宅　２，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

　 トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　１１，５００円 

（1）
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ウ　非住宅用途を含む建築物の非住宅 

部分　次に掲げる区分に応じそれぞ 

れ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　５，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　９，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　２０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　２２，０００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

　　　に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

　 トル未満のもの　４０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　６７，５００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　に定める基準 

に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１０，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１１，０００円 

（1）（2）

（1）（1）

（3） （1）

（2） （2）
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イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　１９，０００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　３３，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第２号イ　及びロ　又は同号イ　 

及びロ　に定める基準に適合するもの 

ア　一戸建ての住宅　次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル未満のもの　１４，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が２００平方メー 

トル以上のもの　１６，５００円 

イ　住宅用途を含む建築物の住宅部分 

　  次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

に定める額 

（ｱ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル未満のもの　２９，５００円 

（ｲ）　床面積の合計が３００平方メー 

トル以上のもの　５０，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号イに定める基準に適合する 

もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　１３３，５００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　１６７，０００円 

以外の場合で、建築物エネルギー 

（1）（4）

（1） （2）（2）

（1）

（5）（1）

（1）（6）
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附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の朝霞市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行

の日（次項において「施行日」という。）以後にされる申請に係る手数料に

ついて適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例

による。 

３　この条例による改正後の朝霞市手数料徴収条例別表第１の１７の項（建築

物又は昇降機の計画の変更に係るものに限る。）、１８の項２、２０の項、

４１の項及び４７の項並びに別表第２の６の項の規定は、施行日以後に建築

物の建築の工事に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、

施行日前に建築物の建築の工事に着手するものに関する申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

 

令和７年３月２４日提出 

 

朝霞市長　松下　昌代

 
消費性能基準等を定める省令第１条第 

１項第１号ロに定める基準に適合する 

もの　次に掲げる区分に応じそれぞれ 

次に定める額 

ア　床面積の合計が３００平方メート 

ル未満のもの　５１，０００円 

イ　床面積の合計が３００平方メート 

ル以上のもの　６５，０００円


